
                             平成 25年 2月 8日 

 

いわき市 

 

独立行政法人都市再生機構 

 

 

 

 

 

 

いわき市の復興まちづくりの推進に向け協力関係構築 
～ 復興事業に係る協力協定の調印（県内初）～ 

 

 

2 月 8 日、いわき市における復興まちづくりを円滑に推進するため、いわき市と  

ＵＲ都市機構は、復興事業にかかる協力協定を締結しました。 

これにより、いわき市と UR 都市機構は、豊間地区と薄磯地区において復興まちづ

くりを協力して推進していきます。 

 

 

・別添１： 協力協定書 

 

・別添２： 豊間地区・薄磯地区の区域図（協定別図） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○お問い合わせは下記へお願いします。 

 いわき市都市建設部都市復興推進課  

  参事兼課長 西原 電話 0246（22）1138 

 ＵＲ都市機構宮城・福島震災復興支援局 計画調整第１チーム 

        佐光 電話 022（355）4547 

 

東日本大震災復興関係 



 

 

東日本大震災に係るいわき市復興事業の推進に関する協力協定書 

 

いわき市（以下「甲」という。）と独立行政法人都市再生機構（以下「乙」という。）

は、いわき市における復興事業の推進について、次のとおり協力協定（以下「本協

定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、東日本大震災の被災地の早期復興を図るため、甲乙相互の連携を

図り、いわき市における復興事業による円滑なまちづくりを甲乙協働で推進するこ

とを目的とする。 

 

（復興事業の推進） 

第２条 いわき市復興事業計画に位置付けられた次に掲げる地区（別図に示す区域。

以下「対象地区」という。）において、乙は甲が対象地区で実施を予定している事

業の推進に協力するものとする。 

一 豊間地区 

二 薄磯地区 

 

（復興事業にかかる役割分担等） 

第３条 甲及び乙は、円滑かつ効果的に事業の推進を図るため、必要な情報交換を

行うものとする。 

２ 甲は、事業の主体として対象地区の計画策定及び合意形成等事業の推進を図る

ものとする。 

３ 甲及び乙は、対象地区の合意形成の状況及び計画の合理性等について甲乙間で

確認した上で、事業の立ち上げに向けた計画検討、事業の推進に資するコーディ

ネート、事業の実施等の乙の実施する業務について、甲乙間で協議するものとす

る。 

４ 乙は、前項の協議により乙が実施するものとして甲乙間で合意が得られた業務

について、甲からの委託に基づき行うものとする。 

５ 前項の規定に基づく業務を甲が乙に委託する場合には、あらかじめ甲乙間で別

途契約を締結するものとし、甲はその業務の実施に要する費用を乙に支払うもの

とする。 

 

 （有効期間） 

第４条 本協定は、本協定締結の日から平成２９年３月３１日（以下「期間満了日」

という。）まで効力を有するものとする。 

２ 期間満了日までに甲及び乙のいずれか一方から本協定を終了させる旨の申し入

れがあった場合には、甲乙協議し、その取り扱いを定めるものとする。 

別添１ 



 

 

 

 

（その他） 

第５条 本協定に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、甲乙協議して

定めるものとする。 

 

 本協定締結の証として本書２通を作成し、甲乙署名捺印の上、各自１通を保有す

る。 

 

平成 25年２月８日 

甲 福島県いわき市平字梅本２１番地 

   いわき市長  渡 辺  敬 夫 

 

 

 

乙 宮城県仙台市宮城野区榴岡四丁目６番１号 

  独立行政法人都市再生機構 

   震災復興推進役  小 山  潤 二 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊間地区 区域図 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薄磯地区 区域図 


	

